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 協定書締結後の手続きの流れ  

 小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例に基づき、協定書を締結した後、以下の手続きが必要

となります。それぞれ提出日等に期限がございますので、ご注意ください。 
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（問合せ） 小平市役所 都市計画課 開発指導担当 

TEL ０４２－３４６－９８２９ 

協定書締結、同意書・協議書交付 

 ①工事着手届提出（工事着手前まで）  

 ④工事完了届提出（工事完了後）  

 ⑤帰属書類提出  

 ②中間検査予約 ※担当課に直接予約して下さい。  

 ③完了検査予約 ※都市計画課に予約して下さい。  

完了検査終了証交付 

完了検査 

中間検査 

礼状・受領書交付 

工事着手 

工事完了 

協定書締結後に計画を変更する場合は、窓口再協

議、変更協議依頼書の提出及び変更協定書の締結

等の手続きが必要となる場合があります。詳細は

開発指導担当までご確認ください。 

なお、変更の協議手続きが終了しないと完了届が

受理できず、完了検査を受けられませんので、ご

注意ください。 

道路（路床・路盤完了時点）、下水道施設（設置完了

時点）、消防水利施設（配筋完了時・水張前）などの

協議を行った場合は中間検査が必要となりますので、

事前に担当課へ連絡して、確認をお願いします。 

完了検査の予約は、検査希望日の１週間前までに行ってくだ

さい。 

※市への用地帰属がある場合は、検査希望日の１週間前まで

に、境界図及び求積図を都市計画課に提出してください。 

開発許可の完了公告後（開発許可不要の場合は完了検査終了

証交付後）速やかに帰属書類を提出してください。 

なお、用地の帰属がある場合は、分筆、地目変更（地積更正

が必要なときはこれを含む。）及び権利抹消を行った上で提

出してください。 

市の着手届は、工事着手前に提出する必要があります。 

東京都※の提出日と異なりますのでご注意ください。 

※都市計画法第 29条の許可が必要な開発行為の場合 


